
UNIVAS SSC 評価報告書 

 
一般社団法人大学スポーツ協会 

安全安心委員会 
 
認 証 番 号：D0012 

会 員 名：長崎国際大学 

 

判 定： 

総括 合格 

体育会運動部において、事故防止に関する対応、平常時の対応、事故発生時の対応を

「安全マニュアル」にて策定し、内容を確認のうえ「合格」と判断します。「安全マニ

ュアル」策定後 2023 年 7 月から運用を開始し、教職員向けの学内システムおよび大学

の HP（個人情報については掲載なし）に内容を掲載していることから、学内への周知

が徹底されていることを確認しました。 

必須 

・施設の安全について、種目ごとにチェックシートを作成し施設の安全を確認のうえ活動に取り組んでい

る。 

・危機管理委員会にて危機管理を担当し、平常時の各部門の危機管理態勢構築に関する支援、危機発生時

の危機対策本部の事務局を担当する。運動部のリスク管理者について監督・指導者を設置し、危機管理委

員会およびスポーツ支援・振興室を中心に体制を構築している。 

一般 

・事故発生時には緊急時対応フローに基づき対応を行う。事故情報は事故情報共有シートで共有し、対応

の経緯、原因、2 次被害の状況、問題点・課題の整理を行い、事故の対応記録を作成する。 

・安全管理やハラスメントについて、新入生を対象としたオリエンテーションや毎年 1 月に 2･3 年生を対

象とした指定強化部の研修会にて研修を実施している。 

・ハラスメントについて相談窓口を設置し、学内 HP で周知を図っている。 

現場調査 運動部活動施設が良好であることを確認。 

初回認証日：2023 年 10 月 1 日 

有 効 期 限：2026 年 3 月 31 日 

対象運動部： 

全ての運動部 

 
【連絡事項】 
・UNIVAS SSC 補償制度（以下、補償制度）の適用日は、上記「初回認証日」以降となります。補償制
度の対象は「対象運動部」に記載の運動部となります。 

・対象となりそうな事案等が発生した場合には、別紙「事故発生報告書」を下記宛てにご提出ください。



補償の適用については、事案等を個別に調査した後に決定いたします。 
・認証の更新をご希望される場合には、上記「有効期限」の 2 か月前までに下記、問合せ先にお申し出く
ださい。 

・その他、本制度に関するお問い合わせ等は下記宛てご連絡ください。 
 
問合せ先：一般社団法人大学スポーツ協会 安全安心部 

電話：03(3234)0800 メール：anzen.anshin@univas.jp 

mailto:anzen.anshin@univas.jp

